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大
分
類

中
分
類

小
分
類

０９ 食料品製造業

０９０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（０９食料品製造業）

０９１ 畜産食料品製造業

０９２ 水産食料品製造業

０９３ 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製
造業

０９４ 調味料製造業

０９５ 糖類製造業

０９６ 精穀・製粉業

０９７ パン・菓子製造業

０９８ 動植物油脂製造業

０９９ その他の食料品製造業

１０ 飲料・たばこ・飼料製造業

１００ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（１０飲料・たばこ・飼料製造業）

１０１ 清涼飲料製造業

１０２ 酒類製造業

１０３ 茶・コーヒー製造業（清涼飲料を除く）

１０４ 製氷業

１０５ たばこ製造業

１０６ 飼料・有機質肥料製造業

１１ 繊維工業

１１０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（１１繊維工業）

１１１ 製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製
造業

１１１２化学繊維製造業
１１１３炭素繊維製造業

１１２ 織物業

１１３ ニット生地製造業

１１４ 染色整理業

１１５ 綱・網・レース・繊維粗製品製造業

（注1）備考欄は特に断りのない限り、 左欄の例示である。

細 分 類 備 考

１６２４塩製造業は「化学
工業」に計上する。

ただし、機械受注統計調査の需要者分類とは厳密には一致しない。

民

間

需

要

製

造

業

（注3）０９０等の「管理、補助的経済活動を行う事業所」とは、「主として管理事務を行う本
社等」、「その他の管理、補助的経済活動を行う事業所」を指す。

食

品

製

造

業

（注2）分類番号は「平成19年日本標準産業分類」（総務省政策統括官（統計基準担当））の分
類番号である。

 （https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10?revision=02&sbs1=1&sbs2=0&sbs3=0）

繊

維

工

業
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

１１６ 外衣・シャツ製造業（和式を除く）

１１７ 下着類製造業

１１８ 和装製品・その他の衣服・繊維製身の回
り品製造業

１１９ その他の繊維製品製造業

１４ パルプ・紙・紙加工品製造業

１４０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（１４パルプ・紙・紙加工品製造業）

１４１ パルプ製造業

１４２ 紙製造業

１４３ 加工紙製造業

１４４ 紙製品製造業

１４５ 紙製容器製造業

１４９ その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 １２２６繊維板製造業は
「その他製造業」へ計上す
る。

１６ 化学工業

１６０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（１６化学工業）

１６１ 化学肥料製造業

１６２ 無機化学工業製品製造業 １６２４塩製造業

１６３ 有機化学工業製品製造業

１６４ 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面
活性剤・塗料製造業

１６５ 医薬品製造業

１６６ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製
造業

１６９ その他の化学工業 １６９１火薬類製造業
１６９２農薬製造業

パ
ル
プ
・
紙
･
紙
加
工
品
製
造
業

１６３１石油化学系基礎製
品製造業(一貫して生産さ
れる誘導品を含む)

１１１２化学繊維製造業は
「繊維工業」へ計上する。

民

間

需

要

続
き

製

造

業

続
き

繊

維

工

業

化

学

工

業
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

１７ 石油製品・石炭製品製造業

１７０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（１７石油製品・石炭製品製造業）

１７１ 石油精製業

１７２ 潤滑油・グリース製造業
(石油精製業によらないもの)

１７３ コークス製造業

１７４ 舗装材料製造業

１７９ その他の石油製品・石炭製品製造業

２１ 窯業･土石製品製造業

２１０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（２１窯業･土石製品製造業）

２１１ ガラス・同製品製造業 ２１１７ガラス繊維・同製
品製造業

２１２ セメント・同製品製造業

２１３ 建設用粘土製品製造業(陶磁器製を除く)

２１４ 陶磁器・同関連製品製造業

２１５ 耐火物製造業

２１６ 炭素・黒鉛製品製造業

２１７ 研磨材・同製品製造業

２１８ 骨材・石工品等製造業

２１９ その他の窯業･土石製品製造業 ２１９３石灰製造業

２２ 鉄鋼業

２２０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（２２鉄鋼業）

２２１ 製鉄業

２２２ 製鋼・製鋼圧延業

窯
業
･
土
石
製
品
製
造
業

２２１１高炉による製鉄業
２２１２高炉によらない製
鉄業

１１１３炭素繊維製造業は
「繊維工業」に計上する。

製

造

業

続
き

民

間

需

要

続
き

鉄

鋼

業

石
油
製
品
･
石
炭
製
品
製
造
業
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

２２３ 製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼
材を除く)

２２４ 表面処理鋼材製造業

２２５ 鉄素形材製造業 銑鉄鋳物、 可鍛鋳鉄、 鋳
鋼など。

２２９ その他の鉄鋼業 ２２９２鉄スクラップ加工
処理業

２３ 非鉄金属製造業 鉱業との区分は
１．採掘から選鉱までを
「鉱業」
２．精錬から精製までを
「非鉄金属製造業」
にそれぞれ計上する。

２３０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（２３非鉄金属製造業）

２３１ 非鉄金属第１次製錬・精製業

２３２ 非鉄金属第２次製錬・精製業(非鉄金属
合金製造業を含む)

２３３ 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、 押出し
を含む)

２３４ 電線・ケーブル製造業

２３５ 非鉄金属素形材製造業

２３９ その他の非鉄金属製造業 ２３９１核燃料製造業

２４ 金属製品製造業

２４０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（２４金属製品製造業）

２４１ ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造
業

２４２ 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業

２４３ 暖房装置・配管工事用附属品製造業

２４４ 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板
金業を含む)

鉄骨、 鉄塔、 鋼橋、 ア
ルミサッシなど。

２４５ 金属素形材製品製造業

２４６ 金属被覆・彫刻業、 熱処理業(ほうろう
鉄器を除く)

２４７ 金属線製品製造業(ねじ類を除く)

２４８ ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木
ねじ等製造業

２４９ その他の金属製品製造業 板ばね・コイルばねなど。

民

間

需

要

続
き

製

造

業

続
き

金

属

製

品

製

造

業

非
鉄
金
属
製
造
業

鉄

鋼

業

２３４２光ファイバケーブ
ル製造業(通信複合ケーブ
ルを含む)
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

２５ はん用機械器具製造業 詳細は別掲。

２５０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（２５はん用機械器具製造業）

２５１ ボイラ・原動機製造業

２５２ ポンプ・圧縮機器製造業

２５３ 一般産業用機械・装置製造業 ２５３１動力伝導装置製造
業(玉軸受、ころ軸受を除
く)

２５９ その他のはん用機械・同部分品製造業 ２５９４玉軸受・ころ軸受
製造業

２６ 生産用機械器具製造業 詳細は別掲。

２６０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（２６生産用機械器具製造業）

２６１ 農業用機械製造業(農業用器具を除く)

２６２ 建設機械・鉱山機械製造業

２６３ 繊維機械製造業

２６４ 生活関連産業用機械製造業 ２６４１食品機械・同装置
製造業

２６５ 基礎素材産業用機械製造業 ２６５３プラスチック加工
機械・同附属装置製造業

２６６ 金属加工機械製造業

２６７ 半導体・フラットパネルディスプレイ製
造装置製造業

２６９ その他の生産用機械・同部分品製造業 ２７６武器製造業は「業務
用機械器具製造業」に計上
する。
２７１事務用機械器具製造
業、２７２サービス用・娯
楽用機械器具製造業は「業
務用機械器具製造業」に計
上する。

製

造

業

続
き

民

間

需

要

続
き

は

ん

用

・

生

産

用

機

械

器

具

製

造

業
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

２７ 業務用機械器具製造業 詳細は別掲。

２７０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（２７業務用機械器具製造業）

２７１ 事務用機械器具製造業

２７２ サービス用・娯楽用機械器具製造業

２７３ 計量器・測定器・分析機器・試験機・測
量機械器具・理化学機械器具製造業

２７４ 医療用機械器具・医療用品製造業

２７５ 光学機械器具・レンズ製造業

２７６ 武器製造業 ３２３時計・同部分品製造
業、３２９７眼鏡製造業
（枠を含む）は「その他製
造業」へ計上する。

２９ 電気機械器具製造業

２９０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（２９電気機械器具製造業）

２９１ 発電用・送電用・配電用電気機械器具製
造業

２９２ 産業用電気機械器具製造業

２９３ 民生用電気機械器具製造業

２９４ 電球・電気照明器具製造業

２９５ 電池製造業

２９６ 電子応用装置製造業 ３０２１ビデオ機器製造業
は「情報通信機械器具製造
業」に計上する。

２９７ 電気計測器製造業

２９９ その他の電気機械器具製造業 太陽電池製造業
２８３２光ディスク・磁気
ディスク・磁気テープ製造
業は「情報通信機械器具製
造業」に計上する。

業
務
用
機
械
器
具
製
造
業

電
気
機
械
器
具
製
造
業

製

造

業

続
き

民

間

需

要

続
き

（注） 「事務用・サービス用・娯楽用機械器具製造業」の計上について

１．「中分類」の「業務用機械器具製造業」には「事務用機械器具製
造業」と「サービス用・娯楽用機械器具製造業」（それらの業務の
「管理、補助的経済活動を行う事業所」を含む）も含めて計上する。

２．「中分類」の内訳（調査票参照）である「（内）事務用・サービ
ス用・娯楽用機械器具製造業」には、「事務用機械器具製造業」と
「サービス用・娯楽用機械器具製造業」（それらの業務の「管理、補
助的経済活動を行う事業所」を含む）のみ計上する。
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

２８ 電子部品・デバイス・電子回路製造業

２８０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（２８電子部品・デバイス・電子回路製
造業）

２８１ 電子デバイス製造業 ２８１２光電変換素子製造
業
２８１３半導体素子製造業
（光電変換素子を除く）
２８１４集積回路製造業
２８１５液晶パネル・フ
ラットパネル製造業

２８２ 電子部品製造業

２８３ 記録メディア製造業 ２８３２光ディスク・磁気
ディスク・磁気テープ製造
業

２８４ 電子回路製造業

２８５ ユニット部品製造業

２８９ その他の電子部品・デバイス・電子回路
製造業

シリコンウエハ製造業は、
研磨前の製品製造業は「非
鉄金属製造業」、研磨後の
製品製造業は「情報通信機
械器具製造業」に計上す
る。

３０ 情報通信機械器具製造業

３００ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（３０情報通信機械器具製造業）

３０１ 通信機械器具・同関連機械器具製造業 ３０１２携帯電話機製造業

３０２ 映像・音響機械器具製造業 ３０２１ビデオ機器製造業

３０３ 電子計算機・同附属装置製造業

３１ 輸送用機械器具製造業のうち

管理、補助的経済活動を行う事業所
（３１１自動車・同附属品製造業）

３１１ 自動車・同附属品製造業

製

造

業

続
き

民

間

需

要

続
き

自
動
車
・
同
付
属
品
製
造
業

情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

３１ 輸送用機械器具製造業のうち

管理、補助的経済活動を行う事業所
（３１３船舶製造・修理業、 舶用機関
製造業）

３１３ 船舶製造・修理業、 舶用機関製造業

３１ 輸送用機械器具製造業のうち

管理、補助的経済活動を行う事業所
（３１２鉄道車両・同部分品製造業、３
１４航空機・同附属品製造業、３１５産
業用運搬車両・同部分品・附属品製造
業、３１９その他の輸送用機械器具製造
業）

３１２ 鉄道車両・同部分品製造業

３１４ 航空機・同附属品製造業

３１５ 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造
業

３１５１フォークリフトト
ラック・同部分品・附属品
製造業

３１９ その他の輸送用機械器具製造業 ３１９１自転車・同部分品
製造業

人工衛星製造業、宇宙船製
造業、ロケット製造業（武
器用を除く）

１２ 木材・木製品製造業(家具を除く)

１２０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（１２木材・木製品製造業）

１２１ 製材業、 木製品製造業

１２２ 造作材・合板・建築用組立材料製造業

１２３ 木製容器製造業(竹、 とうを含む)

１２９ その他の木製品製造業(竹、 とうを含
む)

１３ 家具・装備品製造業

１３０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（１３家具・装備品製造業）

１３１ 家具製造業

１３２ 宗教用具製造業

１３３ 建具製造業

１３９ その他の家具・装備品製造業

そ

の

他

製

造

業

民

間

需

要

続
き

製

造

業

続
き

造
船
業

そ
の
他
輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

１５ 印刷・同関連業 ４１３新聞業、 ４１４出
版業は非製造業「情報サー
ビス業」に計上する。

１５０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（１５印刷・同関連業）

１５１ 印刷業

１５２ 製版業

１５３ 製本業、 印刷物加工業

１５９ 印刷関連サービス業

１８ プラスチック製品製造業

１８０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（１８プラスチック製品製造業）

１８１ プラスチック板・棒・管・継手・異形押
出製品製造業

１８２ プラスチックフィルム・シート・床材・
合成皮革製造業

１８３ 工業用プラスチック製品製造業

１８４ 発泡・強化プラスチック製品製造業

１８５ プラスチック成形材料製造業(廃プラス
チックを含む)

１８９ その他のプラスチック製品製造業

１９ ゴム製品製造業

１９０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（１９ゴム製品製造業）

 １９１ タイヤ･チューブ製造業

 １９２ ゴム製・プラスチック製履物・同附属品
製造業

 １９３ ゴムベルト･ゴムホース･工業用ゴム製品
製造業

 １９９ その他のゴム製品製造業

製

造

業

続
き

民

間

需

要

続
き

そ

の

他

製

造

業

－9－



大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

２０ なめし革・同製品・毛皮製造業

２００ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（２０なめし革・同製品・毛皮製造業）

２０１ なめし革製造業

２０２ 工業用革製品製造業(手袋を除く)

２０３ 革製履物用材料・同附属品製造業

２０４ 革製履物製造業

２０５ 革製手袋製造業

２０６ かばん製造業

２０７ 袋物製造業

２０８ 毛皮製造業

２０９ その他のなめし革製品製造業

３２ その他の製造業

３２０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（３２その他の製造業）

３２１ 貴金属・宝石製品製造業

３２２ 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造
業(貴金属･宝石製を除く)

３２３ 時計・同部分品製造業

３２４ 楽器製造業

３２５ がん具・運動用具製造業

３２６ ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用
品製造業

３２７ 漆器製造業

３２８ 畳等生活雑貨製品製造業

３２９ 他に分類されない製造業 ３２９７眼鏡製造業（枠を
含む）

１０５たばこ製造業は「食
品製造業」に計上する。
２７６武器製造業は「業務
用機械器具製造業」へ計上
する。

そ

の

他

製

造

業

製

造

業

続
き

民

間

需

要

続
き
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

０１ 農業

０１０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（０１農業）

０１１ 耕種農業

０１２ 畜産農業 ０１２６養蚕農業

０１３ 農業サービス業(園芸サービス業を除く)

０１４ 園芸サービス業

０２ 林業

０２０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（０２林業）

０２１ 育林業

０２２ 素材生産業

０２３ 特用林産物生産業(きのこ類の栽培を除
く)

０２４ 林業サービス業

０２９ その他の林業

０３ 漁業

０３０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（０３漁業）

０３１ 海面漁業 ０３１８捕鯨業

０３２ 内水面漁業

０４ 水産養殖業

０４０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（０４水産養殖業）

０４１ 海面養殖業

０４２ 内水面養殖業

農

林

漁

業

非

製

造

業

民

間

需

要

続
き

０１３４畜産サービス業
(獣医業を除く)
７４１獣医業は「その他非
製造業」に計上する。

－11－



大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

０５ 鉱業・採石業・砂利採取業

０５０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（０５鉱業、採石業、砂利採取業）

０５１ 金属鉱業

０５２ 石炭・亜炭鉱業

０５３ 原油・天然ガス鉱業

０５４ 採石業、 砂・砂利・玉石採取業

０５５ 窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・
ガラス・セメント原料用に限る)

０５９ その他の鉱業

０６ 総合工事業

０６０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（０６総合工事業）

０６１ 一般土木建築工事業

０６２ 土木工事業(舗装工事業を除く)

０６３ 舗装工事業

０６４ 建築工事業(木造建築工事業を除く)

０６５ 木造建築工事業

０６６ 建築リフォーム工事業

０７ 職別工事業(設備工事業を除く)

０７０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（０７職別工事業）

０７１ 大工工事業

０７２ とび・土工・コンクリート工事業

０７３ 鉄骨・鉄筋工事業

０７４ 石工・れんが・タイル・ブロック工事業

建設業からの受注のうち、
最終需要者が判明する時
は、それぞれの需要者の業
種に計上。

鉱
業
・
採
石
業
・
砂
利
採
取
業

非

製

造

業

続
き

民

間

需

要

続
き

０６２３しゅんせつ工事業

建

設

業

－12－



大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

０７５ 左官工事業

０７６ 板金・金物工事業

０７７ 塗装工事業

０７８ 床・内装工事業

０７９ その他の職別工事業

０８ 設備工事業

０８０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（０８設備工事業）

０８１ 電気工事業

０８２ 電気通信・信号装置工事業

０８３ 管工事業(さく井工事業を除く)

０８４ 機械器具設置工事業

０８９ その他の設備工事業 ０８９４さく井工事業

３３ 電気業のうち民営のもの ９電力、 沖縄電力㈱、 電
源開発㈱、 日本原子力発
電㈱、 共同火力など。
独立発電事業者(IPP)を含
む。

３３０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（３３電力業）

３３１ 電気業 ３３１１発電所
売電事業を行っている場
合、発電所に分類される。

４２ 鉄道業のうち民営のもの JR鉄道各社を含む。

４２０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（４２鉄道業）

４２１ 鉄道業 軌道、 地下鉄（東京地下
鉄㈱を含む）、 モノレー
ル、 新交通システム、
ケーブルカー、 ロープ
ウェイ、 リフト、 トロ
リーバスなど。

鉄道車両の修理、改造を行
う事業所であって鉄道業の
自家用のものは、鉄道業に
分類される。

電
力
業

民

間

需

要

続
き

非

製

造

業

続
き

建

設

業

運
輸
業
・
郵
便
業
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

４３ 道路旅客運送業のうち民営のもの

４３０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（４３道路旅客運送業）

４３１ 一般乗合旅客自動車運送業

４３２ 一般乗用旅客自動車運送業

４３３ 一般貸切旅客自動車運送業

４３９ その他の道路旅客運送業 ４３９１特定旅客自動車運
送業

４４ 道路貨物運送業のうち民営のもの

４４０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（４４道路貨物運送業）

４４１ 一般貨物自動車運送業

４４２ 特定貨物自動車運送業

４４３ 貨物軽自動車運送業

４４４ 集配利用運送業

４４９ その他の道路貨物運送業

４５ 水運業のうち民営のもの

４５０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（４５水運業）

４５１ 外航海運業

４５２ 沿海海運業

４５３ 内陸水運業

４５４ 船舶貸渡業

４６ 航空運輸業のうち民営のもの

４６０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（４６航空運輸業）

４６１ 航空運送業

４６２ 航空機使用業(航空運送業を除く)

民

間

需

要

続
き

運

輸

業

・

郵

便

業

非

製

造

業

続
き
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

４７ 倉庫業のうち民営のもの

４７０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（４７倉庫業）

４７１ 倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) 水面木材、 石油備蓄(民
間)

４７２ 冷蔵倉庫業

４８ 運輸に附帯するサービス業のうち民営のもの

４８０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（４８運輸に附帯するサービス業）

４８１ 港湾運送業 はしけ業、 荷役業

４８２ 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)

４８３ 運送代理店

４８４ こん包業

４８５ 運輸施設提供業 埠頭、 自動車ターミナ
ル、 有料道路(民営)、 東
日本高速道路㈱、中日本高
速道路㈱、西日本高速道路
㈱、首都高速道路㈱、阪神
高速道路㈱、本州四国連絡
高速道路㈱、東京湾横断道
路㈱、 関西国際空港㈱、
中部国際空港㈱、 成田国
際空港㈱など。

４８９ その他の運輸に附帯するサービス業 曳船業、 サルベージ業な
ど。
７９１旅行業は「その他非
製造業」に計上する。

４９ 郵便業（信書便事業を含む）

４９０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（４９郵便業）

４９１ 郵便業（信書便事業を含む） 日本郵政㈱

８６　郵便局 日本郵便㈱

民

間

需

要

続
き

非

製

造

業

続
き

運

輸

業

・

郵

便

業
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

３７ 通信業

３７０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（３７通信業）

３７１ 固定電気通信業 ３７１３有線放送電話業

３７２ 移動電気通信業

３７３ 電気通信に附帯するサービス業

４０ インターネット附随サービス業のうち

インターネット附随サービス業のうちIP
電話業者

５０ 各種商品卸売業

５００ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（５０各種商品卸売業）

５０１ 各種商品卸売業

５１ 繊維・衣服等卸売業

５１０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（５１繊維・衣服等卸売業）

５１１ 繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く)

５１２ 衣服卸売業

５１３ 身の回り品卸売業

５２ 飲食料品卸売業

５２０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（５２飲食料品卸売業）

５２１ 農畜産物・水産物卸売業

５２２ 食料・飲料卸売業

民

間

需

要

続
き

非

製

造

業

続
き

通

信

業

卸

売

業

･

小

売

業

４９１郵便業（信書便事業
を含む）は「運輸業・郵便
業」に計上する。
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

５３ 建築材料、 鉱物・金属材料等卸売業

５３０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（５３建築材料、 鉱物・金属材料等卸
売業）

５３１ 建築材料卸売業

５３２ 化学製品卸売業

５３３ 石油・鉱物卸売業

５３４ 鉄鋼製品卸売業

５３５ 非鉄金属卸売業

５３６ 再生資源卸売業

５４ 機械器具卸売業 機械器具卸売業からの受注
のうち直接使用するもの。
間接受注のうち最終需要者
がわかるものについてはそ
の業種に格付け、 同不明
なものは「代理店」に計
上。

５４０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（５４機械器具卸売業）

５４１ 産業機械器具卸売業

５４２ 自動車卸売業

５４３ 電気機械器具卸売業

５４９ その他の機械器具卸売業

５５ その他の卸売業

５５０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（５５その他の卸売業）

５５１ 家具・建具・じゅう器等卸売業

５５２ 医薬品・化粧品等卸売業

５５３ 紙・紙製品卸売業

５５９ 他に分類されない卸売業 ５５９８代理商、 仲立業
からの受注のうち直接使用
するもの。間接受注のうち
最終需要者がわかるものに
ついてはその業種に格付
け、 同不明なものは「代
理店」に計上。

民

間

需

要

続
き

非

製

造

業

続
き

卸

売

業

･

小

売

業
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

５６ 各種商品小売業

５６０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（５６各種商品小売業）

５６１ 百貨店、 総合スーパー

５６９ その他の各種商品小売業(従業者が常時
50人未満のもの)

５７ 織物・衣服・身の回り品小売業

５７０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（５７織物・衣服・身の回り品小売業）

５７１ 呉服・服地・寝具小売業

５７２ 男子服小売業

５７３ 婦人・子供服小売業

５７４ 靴・履物小売業

５７９ その他の織物・衣服・身の回り品小売業

５８ 飲食料品小売業

５８０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（５８飲食料品小売業）

５８１ 各種食料品小売業

５８２ 野菜・果実小売業

５８３ 食肉小売業

５８４ 鮮魚小売業

５８５ 酒小売業

５８６ 菓子・パン小売業

５８９ その他の飲食料品小売業

７７１持ち帰り飲食サービ
ス、７７２配達飲食サービ
スは「その他非製造業」へ
計上する。

民

間

需

要

続
き

非

製

造

業

続
き

卸

売

業

･

小

売

業
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

５９ 機械器具小売業

５９０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（５９機械器具小売業）

５９１ 自動車小売業

５９２ 自転車小売業

５９３ 機械器具小売業（自動車、自転車を除
く）

６０ その他の小売業

６００ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（６０その他の小売業）

６０１ 家具・建具・畳小売業

６０２ じゅう器小売業 金物、 荒物、 陶磁器・ガ
ラス器小売業など。

６０３ 医薬品・化粧品小売業

６０４ 農耕用品小売業

６０５ 燃料小売業

６０６ 書籍・文房具小売業

６０７ スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器
小売業

６０８ 写真機・時計・眼鏡小売業

６０９ 他に分類されない小売業 中古品・骨とう品小売業な
ど。

通信販売

生活協同組合

７６飲食店は「その他非製
造業」に計上する。

６２ 銀行業のうち ６２１中央銀行は「その他
官公需」に計上する。

６２０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（６２銀行業）

６２２ 銀行(中央銀行を除く) 外国銀行支店

㈱ゆうちょ銀行

(独)郵便貯金・簡易生命保
険管理機構は「その他官公
需」に計上する。

非

製

造

業

続
き

民

間

需

要

続
き

卸

売

業

･

小

売

業

金
融
業
・
保
険
業
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

６３ 協同組織金融業

６３０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（６３協同組織金融業）

６３１ 中小企業等金融業 信用金庫など。
日本政策金融公庫は「その
他官公需」に計上する。

６３２ 農林水産金融業 農林中央金庫、 農業・漁
業協同組合（金融のみ）な
ど。

６４

６４０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（６４貸金業、 クレジットカード業等
非預金信用機関）

６４１ 貸金業

６４２ 質屋

６４３ クレジットカード業、 割賦金融業

６４９ その他の非預金信用機関 ６４９１政府関係金融機関
は「その他官公需」に計上
する。

６５ 金融商品取引業、 商品先物取引業

６５０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（６５金融商品取引業、 商品先物取引
業）

６５１ 金融商品取引業

６５２ 商品先物取引業、 商品投資業

６６ 補助的金融業等

６６０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（６６補助的金融業等）

６６１ 補助的金融業、 金融附帯業 ６６１７金融商品取引所

６６１６預・貯金保険機関
は「その他官公需」に計上
する。

民

間

需

要

続
き

非

製

造

業

続
き

貸金業、 クレジットカード業等非預金信用
機関

金

融

業

・

保

険

業
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

６７

６７０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（６７保険業）

６７１ 生命保険業 ㈱かんぽ生命保険

６７２ 損害保険業 (独)郵便貯金・簡易生命保
険管理機構は「その他官公
需」に計上する。

６７３ 共済事業・少額短期保険業

６７４ 保険媒介代理業 各種保険代理店

６７５ 保険サービス業 各種保険料率算出団体

６８ 不動産取引業

６８０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（６８不動産取引業）

６８１ 建物売買業、 土地売買業

６８２ 不動産代理業・仲介業

６９ 不動産賃貸業・管理業

６９０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（６９不動産賃貸業・管理業）

６９１ 不動産賃貸業(貸家業、 貸間業を除く)

６９２ 貸家業、 貸間業

６９３ 駐車場業

６９４ 不動産管理業

３８ 放送業

３８０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（３８放送業）

３８１ 公共放送業（有線放送業を除く） 日本放送協会（ＮＨＫ）

３８２ 民間放送業（有線放送業を除く）

３８３ 有線放送業

不

動

産

業

保険業(保険媒介代理業、 保険サービス業を
含む)

情
報
サ
ー
ビ
ス
業

金

融

業

・

保

険

業

民

間

需

要

続
き

非

製

造

業

続
き
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

３９ 情報サービス業

３９０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（３９情報サービス業）

３９１ ソフトウェア業

３９２ 情報処理・提供サービス業 ７２９１興信所は「その他
非製造業」に計上する。

４０ インターネット附随サービス業

４００ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（４０インターネット附随サービス業）

４０１ インターネット附随サービス業（IP電話
業者を除く）

IP電話業者は非製造業「通
信業」に計上する。

４１ 映像・音声・文字情報制作業

４１０ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（４１映像・音声・文字情報制作業）

４１１ 映像情報制作・配給業

４１２ 音声情報制作業

４１３ 新聞業

４１４ 出版業

４１５ 広告制作業

４１６ 映像・音声・文字情報制作に附帯する
サービス業

４１６１ニュース供給業

７０ 物品賃貸業 物品賃貸業使用のものに限
る。経由するものはそれぞ
れの業種に計上する。

７００ 管理、補助的経済活動を行う事業所
（７０物品賃貸業）

７０１ 各種物品賃貸業 ７０１１総合リース業

７０２ 産業用機械器具賃貸業

リ

ー

ス

業

情

報

サ

ー

ビ

ス

業

民

間

需

要

続
き

非

製

造

業

続
き
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

７０３ 事務用機械器具賃貸業

７０４ 自動車賃貸業

７０５ スポーツ・娯楽用品賃貸業

７０９ その他の物品賃貸業

３４ ガス業のうち民営のもの

３５ 熱供給業のうち民営のもの

３６ 水道業のうち民営のもの ３８放送業は「情報サービ
ス業」に計上する。

７１ 学術・開発研究機関のうち民営のもの

７２ 専門サービス業(他に分類されないもの) ７２９１興信所

７３ 広告業 ４１５１広告制作業は「情
報サービス業」へ計上す
る。

７４ 技術サービス業（他に分類されないもの） ７４９９その他の技術サー
ビス業
プラントエンジニアリング
業、プラントメンテナンス
業など。

７５ 宿泊業

７６ 飲食店

７７ 持ち帰り・配達飲食サービス業

７８ 洗濯・理容・美容・浴場業

７９ その他の生活関連サービス業 ７９１旅行業

８０ 娯楽業 映画館、 体育館、 遊園地
など。

８１ 学校教育のうち民営のもの

８２

８３ 医療業のうち民営のもの

８４ 保健衛生のうち民営のもの

８５

８７ 協同組合(他に分類されないもの) 農業協同組合

８８ 廃棄物処理業のうち民営のもの

８９ 自動車整備業 ６９３駐車場業は「不動産
業」に計上する。

７０物品賃貸業は「リース
業」に計上する。

民

間

需

要

続
き

非

製

造

業

続
き

社会保険・社会福祉・介護事業のうち民営の
もの

リ
ー
ス
業

そ

の

他

非

製

造

業

その他の教育、 学習支援業のうち民営のも
の

日本赤十字の医療機関（病
院等）を含む。
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

９０ 機械等修理業

９１ 職業紹介・労働者派遣業

９２ その他の事業サービス業 ９２２１ビルメンテナンス
業
９２３警備業

９３ 政治・経済・文化団体 政党

９４ 宗教

９５ その他のサービス業 ７１、８１～８５の事業で
国公立のものは「その他官
公需」に計上する。

４２ 鉄道業

４３ 道路旅客運送業

４４ 道路貨物運送業

４５ 水運業

４６ 航空運輸業

４７ 倉庫業

４８ 運輸に附帯するサービス業

９７ 国家公務

９７３ 行政機関のうち防衛省によるもの 防衛装備庁、自衛隊を含
む。

９７ 国家公務

９７１ 立法機関

９７２ 司法機関

９７３ 行政機関 防衛省を除く。
警察庁、 管区警察局、 皇
宮警察を含む。

９８ 地方公務 地方警察（警視庁、 道府
県警察本部）を含む。

９８１ 都道府県機関
１団体単独で運営される
細分類４２～４８、７１、
８１～８５以外の事業。

９８２ 市町村機関 地方独立行政法人は「その
他官公需」へ計上する。

防
衛
省

そ
の
他
非
製
造
業

官

公

需

要

民
間
需
要

続
き

非
製
造
業

続
き

<4 2～4 8の国、 地方公共団体及び公社・公
団の経営するもの>

国、地方公共団体の経営す
る交通事業（公営地下鉄、
公営バス等）、 港湾、 空
港、地方道路公社

国
家
公
務

地
方
公
務

運

輸

業
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

細 分 類 備 考

６２ 銀行業のうち

６２１ 中央銀行 日本銀行

６２２２　郵便貯金銀行 (独)郵便貯金・簡易生命保
険管理機構

㈱ゆうちょ銀行は非製造業
「金融業・保険業」に計上
する。

６４

６４９１　政府関係金融機関 日本政策金融公庫、 日本
政策投資銀行、 日本年金
機構、 沖縄振興開発金融
公庫、 地方公共団体金融
機構など。

６６ 補助的金融業のうち

６６１６   預・貯金等保険機関

６７ 保険業のうち

６７１２　郵便保険業 (独)郵便貯金・簡易生命保
険管理機構

㈱かんぽ生命保険は非製造
業「金融業・保険業」に計
上する。

日本赤十字社の医療機関は
「その他非製造業」に計上
する。

外国からの受注・賠償

在日米軍の日本における調達

９６ 外国公務

９６１ 外国公館 大使館、 領事館など。

９６９ その他の外国公務 国際連合広報センターな
ど。

代
理
店

海

外

需

要

官

公

需

要

続
き

代理店及び商事会社等からの受注のうち、 最終需
要者の不明なもの。最終需要者が判明する時は、
それぞれの需要者の業種に計上。

　その他の独立行政法人、 公庫、 事業団、 共済
組合、 基金、 外郭団体(行政の代行的なものに限
る)、 公的教育、 公的医療、 一部事務組合、 地
方公社(交通関係は除く)など。<細分類７１、８１
～８５の事業で国公立のもの>

国公立学校(付属機関を含
む)、 鉄道建設・運輸施設
整備支援機構、 日本原子
力研究開発機構、日本下水
道事業団など。

*複数の地方公共団体で結成される組合(交通関係は
除く)。

貸金業、 クレジットカード業等非預金信用
機関のうち

そ

の

他

官

公

需
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別掲

　　25　　はん用機械器具製造業

250　　管理、補助的経済活動を行う事業所（25はん用機械器具製造業）
2500　　主として管理事務を行う本社等
2509　　その他の管理、補助的経済活動を行う事業所

251　　ボイラ・原動機製造業
2511　　ボイラ製造業
2512　　蒸気機関・タービン・水力タービン製造業（舶用を除く）
2513　　はん用内燃機関製造業
2519　　その他の原動機製造業

252　　ポンプ・圧縮機器製造業
2521　　ポンプ・同装置製造業
2522　　空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業
2523　　油圧・空圧機器製造業

253　　一般産業用機械・装置製造業
2531　　動力伝導装置製造業（玉軸受、ころ軸受を除く）
2532　　エレベータ・エスカレータ製造業
2533　　物流運搬設備製造業
2534　　工業窯炉製造業
2535　　冷凍機・温湿調整装置製造業

259　　その他のはん用機械・同部分品製造業
2591　　消火器具・消火装置製造業
2592　　弁・同附属品製造業
2593　　パイプ加工・パイプ附属品加工業
2594　　玉軸受・ころ軸受製造業
2595　　ピストンリング製造業
2596　　他に分類されないはん用機械・装置製造業
2599　　各種機械・同部分品製造修理業（注文製造・修理） 

　　26　　生産用機械器具製造業 

260　　管理、補助的経済活動を行う事業所（26生産用機械器具製造業）
2600　　主として管理事務を行う本社等
2609　　その他の管理、補助的経済活動を行う事業所

261　　農業用機械製造業（農業用器具を除く）
2611　　農業用機械製造業（農業用器具を除く）

262　　建設機械・鉱山機械製造業
2621　　建設機械・鉱山機械製造業

263　　繊維機械製造業
2631　　化学繊維機械・紡績機械製造業
2632　　製織機械・編組機械製造業
2633　　染色整理仕上機械製造業
2634　　繊維機械部分品・取付具・附属品製造業
2635　　縫製機械製造業

264　　生活関連産業用機械製造業
2641　　食品機械・同装置製造業
2642　　木材加工機械製造業
2643　　パルプ装置・製紙機械製造業
2644　　印刷・製本・紙工機械製造業
2645　　包装・荷造機械製造業

265　　基礎素材産業用機械製造業
2651　　鋳造装置製造業
2652　　化学機械・同装置製造業
2653　　プラスチック加工機械・同附属装置製造業

266　　金属加工機械製造業
2661　　金属工作機械製造業
2662　　金属加工機械製造業（金属工作機械を除く）
2663　　金属工作機械用・金属加工機械用部分品・附属品製造業（機械工具、金型を除く）
2664　　機械工具製造業（粉末や金業を除く）

267　　半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業
2671　　半導体製造装置製造業
2672　　フラットパネルディスプレイ製造装置製造業

269　　その他の生産用機械・同部分品製造業
2691　　金属用金型・同部分品・附属品製造業
2692　　非金属用金型・同部分品・附属品製造業
2693　　真空装置・真空機器製造業
2694　　ロボット製造業
2699　　他に分類されない生産用機械・同部分品製造業

は

ん

用

・

生

産

用

機

械

器

具

製

造

業
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別掲

　　27　　業務用機械器具製造業 

270　　管理、補助的経済活動を行う事業所（27業務用機械器具製造業）
2700　　主として管理事務を行う本社等
2709　　その他の管理、補助的経済活動を行う事業所

271　　事務用機械器具製造業
2711　　複写機製造業
2719　　その他の事務用機械器具製造業

272　　サービス用・娯楽用機械器具製造業
2721　　サービス用機械器具製造業
2722　　娯楽用機械製造業
2723　　自動販売機製造業
2729　　その他のサービス用・娯楽用機械器具製造業

（注） 「事務用・サービス用・娯楽用機械器具製造業」の計上について

273　　計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
2731　　体積計製造業
2732　　はかり製造業
2733　　圧力計・流量計・液面計等製造業
2734　　精密測定器製造業
2735　　分析機器製造業
2736　　試験機製造業
2737　　測量機械器具製造業
2738　　理化学機械器具製造業
2739　　その他の計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業

274　　医療用機械器具・医療用品製造業
2741　　医療用機械器具製造業
2742　　歯科用機械器具製造業
2743　　医療用品製造業（動物用医療機械器具を含む）
2744　　歯科材料製造業

275　　光学機械器具・レンズ製造業
2751　　顕微鏡・望遠鏡等製造業
2752　　写真機・映画用機械・同附属品製造業
2753　　光学機械用レンズ・プリズム製造業

276　　武器製造業
2761　　武器製造業 

業

務

用

機
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器
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造

業

２．「中分類」の内訳（調査票参照）である「（内）事務用・サービス用・娯楽用機械器
具製造業」には、「事務用機械器具製造業」と「サービス用・娯楽用機械器具製造業」
（それらの業務の「管理、補助的経済活動を行う事業所」を含む）のみ計上する。

１．「中分類」の「業務用機械器具製造業」には「事務用機械器具製造業」と「サービス
用・娯楽用機械器具製造業」（それらの業務の「管理、補助的経済活動を行う事業所」を
含む）も含めて計上する。
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